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相続税の納税猶予申請に必要な書類

　４．申請地の公図（法務局）

　１．「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」

　８．遺産分割協議書（写し）

　５．申請地の全部事項証明（法務局）

　７．評価証明（町発行）か、名寄（写し）

　３．申請地の位置図（明細地図等）

　※　町内に市街化区域はありませんので、20年免除の規定は適用されません。

申請する前に事前相談を

　２．「別表　特例適用農地等の明細書」

　６．申請地の現況写真

　９．戸籍（遺産分割協議書が無い場合）

　※　現地を農業委員と確認しますので、申請者か代理の方の立会いにご協力願います。

山北町農業委員会事務局　　電話0465－75-3654


